
14

平成２８年度　地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業
の採択事業が決定しました！

県民活動

支援室

〒870‒0037 大分市東春日町１‒１ NS大分ビル1F　　TEL：097‒534‒4034（代表）　FAX：097‒534‒0684
ホームページ：http://pref.oita.jp/soshiki/13040/　 Eメール：a13040@pref.oita.lg.jp

大分県消費生活・男女共同参画プラザ［ アイネス ］

アイネス★ホッと通信　2016年12月（平成28年12月22日 発行）

アイネスや「アイネスホッと通信」に関するご意見・ご感想をお寄せください。

　NPOから提案があり１次審査を通過した地域課題を解決するための９件の事業について、
去る平成28年９月28日（水）に大分銀行宗麟館で、公開プレゼンテーション方式による審査委員
会を開催し、地域課題解決の方法や実効性の確保、継続性の観点などから審査を行いました。
   審査委員会の審査結果を踏まえ、下記の４団体の採択を決定しました。

地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業とは？

地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業のながれ

５月 ９月 10月～６月中締 ８月末締７月中

②
事業説明会への

参加

③
企画概要版

提出

④
合同面談会への

参加

⑤
企画提案書

の提出

⑥
第１次
審査

⑦
第２次
審査

⑧
委託契約の

締結

①
事業提案
募集開始

NPO法人　いきいき安心おおいた
事業名：放置竹林の整備と耕作放棄地活用の米作りで地域を活性化する事業
由布市挾間町にて荒れた竹林を整備し、廃材の利活用や米作りを行う。

1

NPO法人　共に生きる
事業名：発達障がい当事者による発達障がい者支援団体構築と発達障がい啓発活動
発達障がいについて啓発し、当事者同士によるカウンセリングを行う。

2

NPO法人　空き家サポートおおいた
事業名：甦れ！AKIYA　空き家所有者の意識改革と空き家活用推進！
竹田市を中心に啓発やアドバイス等を通じて空き家の利活用を促進する。

3

NPO法人　パワーウェーブ日出
事業名：不登校児童生徒に寄り添う親同士のネットワークの構築事業
日出町にて引きこもり等の親間ネットワークを構築し、自立支援を行う。

4

　提案を採択されたNPOは、県の委託を受け、３年間かけて県内各地の地域課題の解決に
奔走します。これからも引き続き県民のみなさまのあたたかいご支援をお願いいたしま
す。　（左写真は公開プレゼンテーションの様子）
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　多様化する地域課題に対応するため、NPOがこれまで地
域を担ってきた自治会などの地域のみなさまや行政、企業等
多様な主体と手を組んで、継続的に地域課題を解決する
仕組みのモデルを構築することを目的として実施する事業です。

アイネス相談ダイヤル 
月～金曜日（祝・祭日、年末・年始を除く）

消費生活等相談
097-534-0999（9：00 ～17：30）
消費生活等特別相談 第３日曜日を除く日曜日

　097-534-0999（13：00～16：00）
食品表示110番
097-536-5000（9：00 ～16：30）
男女共同参画についての申出

　097-534-8477（9：00 ～17：00）
女性総合相談

　097-534-8874（9：00 ～16：30）
男性総合相談

　097-534-8614（9：00 ～16：30）
県民相談
097-534-9291（9：00 ～16：30）

業務（行政）に関する問い合わせ先
消費者行政に関すること

　097-534-2038（消費生活班）
男女共同参画行政に関すること

　097-534-2039（参画推進班）
NPO行政に関すること
097-534-2052（県民活動支援室）

発行：大分県消費生活・男女共同参画プラザ［ アイネス ］

アイネスの貸し会議室  ご案内

お問い合わせTEL 097-534-2062

アイネスでは、有料で会議室の貸し出しをしていま
す。30人規模の小会議室から150人規模の大会議
室まで各種会議室がありますので、ご利用ください。

国道10号線

●
大
分
県
庁●トキハ

●大道
　小学校

●大分銀行

GS
● 大分市役所●

●大分中央警察署

臨海産業道路

至別府

大分駅

大
道
バ
イ
パ
ス

OASIS●
ひろば21

大分県立美術館
（OPAM）
●

●
春日町
小学校

ガレリア竹町
セ
ン
ト
ポ
ル
タ
中
央
町

197

アイネス

JR 大分駅府内
中央口（北口）から
徒歩約 15 分

「高砂町アイネス前」
バス停 目の前

大分県消費者団体連絡協議会が

　このフォーラムは、県と大分県消費者団体連絡協議会と
の共催により、毎年各地域で、消費者団体の交流と県民へ
の消費生活に関する啓発を目的として開催されています。
　大分県消費者団体連絡協議会は、昭和42年より長年に
わたって食品やレジ袋の削減など、消費者問題に取り組ん
できました。
　今年は活動40周年記念を迎える大分市消費者団体連絡
協議会との共催により大分市コンパルホールで開催され、
活動報告などが予定されています。
  一般県民の皆様もふるってご参加ください。

・事業者（バス会社、介護サービス事業者、携帯電話
会社等）との懇談会

・消費者月間街頭啓発
・食酢の試買検査会
・消費者被害をなくすための講演会　など

★最近の大分県消費者団体連絡協議会の活動★

・一般財団法人大分県地域婦人団体連合会
・大分県生活協同組合連合会
・JA大分県女性組織協議会
・大分県漁業協同組合女性部
・大分県生活学校運動推進協議会
・一般財団法人 大分県母子寡婦福祉連合会

★大分県消費者団体連絡協議会の構成団体★

地域消費者フォーラムを開催します !

大分県消費者団体連絡協議会
（事務局：大分県生活協同組合連合会 TEL.097-527-4056）

お問い合せ・申込先

開催日時　平成29年１月24日（火）
　　　　　10：00～12：00
内　　容 ･大分市長 記念講演
 ･活動報告
 ･事例研修
開催場所　コンパルホール３Ｆ多目的ホール
主　　催 大分県
 大分県消費者団体連絡協議会
　　　　　大分市消費者団体連絡協議会

入場
無料
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オレオレ詐欺

還付金詐欺

消費

生活班

　息子を名乗る者から電話で、

※「風邪を引いて声が変わった。」※「携帯電話が壊れて番号が変わった。」
※「不倫して、旦那のいる女性を妊娠させた。」※「会社のお金を使い込んだ。」
　などの連絡がある。

　「市役所職員」や「銀行員」を名乗る者から電話で、

※「医療費や保険等の払い戻し金がある。」
※「今日中に手続きすれば受け取れる。」
※「今から、キャッシュカード、通帳を持ってＡＴＭに行ってください。」
※「簡単に手続きできますので、私の言うとおりにＡＴＭを操作してください。」
　などと電話でＡＴＭの操作を指示し、言われたとおりにＡＴＭを操作すると、他人の

　口座に、99万円・49万円といった（振込限度額に近い）お金を振り込んでしまいます。

●電話でこれらのキーワード（※）が出れば全て詐欺です。 

●普段ＡＴＭ振込を利用しない方は、予めＡＴＭの１日の取扱限度額を10～20万円程度に

　設定しておきましょう。（取扱限度額の変更はＡＴＭでもできます。）

●「詐欺対策機能付き電話機」が、家電量販店で約１万円程度から販売されています。

　これらの設置も非常に有効です。一度、購入を検討してみてください。

無視するんじゃ！

お金は絶対に
払わないでね！

県では、さまざまな安全・安心まちづくり事業に取り組んでいます。
今回は、依然として被害が多い特殊詐欺についてのお話です。

　被害に遭われた方の多くは「オレオレ詐欺」や「還付金詐欺」の手口を知っています。
では、何故、被害に遭うのでしょうか？
被害を受けた方に話を伺うと、『まさか、自分が騙されるとは思わなかった。』と答えており、
被害に遭うまで、特殊詐欺を他人事と考えていたようです。
　犯人は、被害者を焦らせ、冷静に考えたり、家族に相談をする時間を与えないようにして、
次々と電話をかけながら、犯行を行ってきます。
  被害に遭わないためには、平素から『このような電話がかかってきた際に、どのように対応するのか』、
家族と充分に検討をしておきましょう。

安全・安心まちづくりに向けて 「女性に対する暴力防止講演会」を開催しました

特殊詐欺にご注意!!!

相談窓口はこちら！

消費者ホットライン

TEL.188（いやや！）
大分県消費生活・男女共同参画プラザ（アイネス）

TEL.097-534-0999
大分県警察

TEL.#9110または最寄りの警察署

参画

推進班
　「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日～25日）に合わせて､女性に対する
暴力は女性の人権を著しく侵害するもので､決して許されないものであるとの社会認識を醸
成するため､去る11月11日（金）アイネス２階大会議室で講演会を開催しました。
　講演会では､性暴力サバイバーとして活躍されている工藤千恵さんの､子どもの頃の体験
に基づく貴重なお話をとおして､性暴力被害の理解や被害者支援の重要性について､認識を
深めることができました。
　また､期間中には県内において街頭啓発キャンペーンも行いました。

○意見の受付方法:郵送､ＦＡＸ､電子メール
○意見の募集期限:1月１１日（水）17時まで

【お問合せ】県民生活･男女共同参画課

●相談電話　０９７－５３２－０３３０
●相談時間　９時～２０時（土日祝、年末年始除く）
　秘密厳守／相談無料

だれにも相談できず悩んでいませんか？
ひとりで抱え込まないで､ご相談ください。

性暴力被害に関する相談窓口

『おおいた性暴力救援センター･すみれ』

　県内すべての企業に女性の活躍推進や働きやすい職場づくりに
取り組んでもらうため､女性活躍推進宣言を募集しています。
　このたび､女性活躍推進の参考となる宣言企業４社の取組を
紹介するリーフレットを作成しましたので､県庁ホームページ
からご覧ください。
http://www.pref.oita.jp/site/sankaku-jyoseikaigi/jirei-panfu.html

○これまで気づかなかった被害者の苦しみがよく分かり､
被害者の心の支えになりたい。

○意識改革や性教育(コミュニケーション)の重要性を感じた。
○サバイバーとして今後生きていくうえでの励みになった。

「第４次大分県ＤＶ対策基本計画（素案）」
に対する県民意見を募集しています

「女性活躍推進宣言企業の取組紹介」
リーフレットを発行しました

講演会参加者の声

第４次大分県ＤＶ対策基本計画

　配偶者等からの暴力は､犯罪となる行為をも含む重
大な人権侵害です。
　県では､配偶者等からの暴力のない社会を目指す
ため､「第４次大分県ＤＶ対策基本計画(素案)」をまと
めました。
　この素案について､県民の皆様のご意見をお聞かせ
ください。
　詳しくは､県庁ホームページをご覧いただくか､下記
の問合せ先までご連絡ください。

ＴＥＬ.097-534-2039　ＦＡＸ.097-534-2057
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去る平成28年９月28日（水）に大分銀行宗麟館で、公開プレゼンテーション方式による審査委員
会を開催し、地域課題解決の方法や実効性の確保、継続性の観点などから審査を行いました。
   審査委員会の審査結果を踏まえ、下記の４団体の採択を決定しました。

地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業とは？

地域を担うＮＰＯ協働モデル創出事業のながれ

５月 ９月 10月～６月中締 ８月末締７月中

②
事業説明会への

参加

③
企画概要版

提出

④
合同面談会への

参加

⑤
企画提案書

の提出

⑥
第１次
審査

⑦
第２次
審査

⑧
委託契約の

締結

①
事業提案
募集開始

NPO法人　いきいき安心おおいた
事業名：放置竹林の整備と耕作放棄地活用の米作りで地域を活性化する事業
由布市挾間町にて荒れた竹林を整備し、廃材の利活用や米作りを行う。

1

NPO法人　共に生きる
事業名：発達障がい当事者による発達障がい者支援団体構築と発達障がい啓発活動
発達障がいについて啓発し、当事者同士によるカウンセリングを行う。

2

NPO法人　空き家サポートおおいた
事業名：甦れ！AKIYA　空き家所有者の意識改革と空き家活用推進！
竹田市を中心に啓発やアドバイス等を通じて空き家の利活用を促進する。

3

NPO法人　パワーウェーブ日出
事業名：不登校児童生徒に寄り添う親同士のネットワークの構築事業
日出町にて引きこもり等の親間ネットワークを構築し、自立支援を行う。

4

　提案を採択されたNPOは、県の委託を受け、３年間かけて県内各地の地域課題の解決に
奔走します。これからも引き続き県民のみなさまのあたたかいご支援をお願いいたしま
す。　（左写真は公開プレゼンテーションの様子）

1

2

3

4

　多様化する地域課題に対応するため、NPOがこれまで地
域を担ってきた自治会などの地域のみなさまや行政、企業等
多様な主体と手を組んで、継続的に地域課題を解決する
仕組みのモデルを構築することを目的として実施する事業です。

アイネス相談ダイヤル 
月～金曜日（祝・祭日、年末・年始を除く）

消費生活等相談
097-534-0999（9：00 ～17：30）
消費生活等特別相談 第３日曜日を除く日曜日

　097-534-0999（13：00～16：00）
食品表示110番
097-536-5000（9：00 ～16：30）
男女共同参画についての申出

　097-534-8477（9：00 ～17：00）
女性総合相談

　097-534-8874（9：00 ～16：30）
男性総合相談

　097-534-8614（9：00 ～16：30）
県民相談
097-534-9291（9：00 ～16：30）

業務（行政）に関する問い合わせ先
消費者行政に関すること

　097-534-2038（消費生活班）
男女共同参画行政に関すること

　097-534-2039（参画推進班）
NPO行政に関すること
097-534-2052（県民活動支援室）

発行：大分県消費生活・男女共同参画プラザ［ アイネス ］

アイネスの貸し会議室  ご案内

お問い合わせTEL 097-534-2062

アイネスでは、有料で会議室の貸し出しをしていま
す。30人規模の小会議室から150人規模の大会議
室まで各種会議室がありますので、ご利用ください。
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大分県消費者団体連絡協議会が

　このフォーラムは、県と大分県消費者団体連絡協議会と
の共催により、毎年各地域で、消費者団体の交流と県民へ
の消費生活に関する啓発を目的として開催されています。
　大分県消費者団体連絡協議会は、昭和42年より長年に
わたって食品やレジ袋の削減など、消費者問題に取り組ん
できました。
　今年は活動40周年記念を迎える大分市消費者団体連絡
協議会との共催により大分市コンパルホールで開催され、
活動報告などが予定されています。
  一般県民の皆様もふるってご参加ください。

・事業者（バス会社、介護サービス事業者、携帯電話
会社等）との懇談会

・消費者月間街頭啓発
・食酢の試買検査会
・消費者被害をなくすための講演会　など

★最近の大分県消費者団体連絡協議会の活動★

・一般財団法人大分県地域婦人団体連合会
・大分県生活協同組合連合会
・JA大分県女性組織協議会
・大分県漁業協同組合女性部
・大分県生活学校運動推進協議会
・一般財団法人 大分県母子寡婦福祉連合会

★大分県消費者団体連絡協議会の構成団体★

地域消費者フォーラムを開催します !

大分県消費者団体連絡協議会
（事務局：大分県生活協同組合連合会 TEL.097-527-4056）

お問い合せ・申込先

開催日時　平成29年１月24日（火）
　　　　　10：00～12：00
内　　容 ･大分市長 記念講演
 ･活動報告
 ･事例研修
開催場所　コンパルホール３Ｆ多目的ホール
主　　催 大分県
 大分県消費者団体連絡協議会
　　　　　大分市消費者団体連絡協議会

入場
無料

と通信ホッ 2016.12
No.85


